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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探触子と、前記探触子を介して被検体内に超音波送信信号を送りかつ該被検体内からの
受信信号を検出する送受信部と、前記受信信号に基づいて画像を生成する信号処理部と、
前記画像を表示する表示部とを有し、前記信号処理部は直線又は曲線状の関心領域に対応
する前記被検体内の部位の弾性率又は歪みを前記受信信号に基づいて求め、前記直線又は
曲線状の前記弾性率又は歪みを色分した履歴画像を生成し、前記表示部に前記履歴画像を
表示させてなる超音波診断装置。
【請求項２】
　前記信号処理部は、前記受信信号に基づいて断層像と前記弾性率又は歪みの色分け画像
との重畳画像を生成し、前記表示部に前記重畳画像と前記履歴画像を表示させることを特
徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記信号処理部は、前記重畳画像に表示されるマーカに対応する位置の前記弾性率又は
歪みを示すグラフを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２記載の超音波診断
装置。
【請求項４】
　前記直線状の関心領域は、前記画像上に２点を指定し、これらの点間を結ぶ直線である
ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
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　前記曲線状の関心領域は、前記画像上に数点を指定し、これらの点間をスムージングし
ながら結んだ線であることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　焼灼治療装置または温熱治療装置の治療機器が接続される治療機器インターフェイスを
有し、前記治療機器インターフェイスを介して前記治療機器の印加開始タイミング及び印
加中止タイミングを前記履歴画像の時間軸上に表示させる請求項１乃至５のいずれかに記
載の超音波診断装置。
【請求項７】
　焼灼治療装置または温熱治療装置の治療機器が接続される治療機器インターフェイスを
有し、前記治療機器インターフェイスを介して前記治療機器に前記弾性率又は歪みに応じ
た制御信号を供給することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば医療用等の超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置は、探触子を介して被検体内に超音波を送信し、その反射波等からなるエ
コー信号を受信し、これに基づいて例えば画像等の診断に有用な情報を得るものである。
また、エコー信号に基づいて、被検体内の任意の部位における弾性率や歪みを求めること
が提案されている(例えば特許文献１参照。)。また、任意の部位における音響インピーダ
ンスや音速を求めることが提案されている。
【０００３】
ところで、例えば肝臓癌、前立腺癌のような癌等に対する治療方法として、患部にラジオ
波を流すことによって腫瘍等の病変部を焼灼する焼灼療法が提案されている。また、患部
において収束する大強度の超音波ビームを照射することによって温熱療法を施すことが提
案されている(例えば特許文献２参照。)。
【０００４】
このようなラジオ波焼灼療法や超音波温熱療法等を行う際には、被検体に過度のラジオ波
や超音波を照射しないよう配慮し、安全性を確保することが要求される。一方、治療が不
十分であり、いわゆる焼き残しが生ずると、腫瘍等が再発するおそれがある。
【０００５】
そこで、上述したような超音波診断装置を利用し、患部の弾性率、歪み、音響インピーダ
ンスないしは音速といった組織の性状を示す値(以下、「組織性状値」と称する。)を求め
、その変化量に基づいて組織の変化を検出し、治療効果の確認をすることが提案されてい
る。例えば、弾性率を可視化した断層像を生成する超音波診断装置を用いて治療効果を確
認することが提案されている(例えば非特許文献１参照。)
【特許文献１】
特開平７－５５７７５号公報
【特許文献２】
特開昭６１－１３９５５号公報
【非特許文献１】
「超音波医学」Vol.28, No.3　社団法人日本超音波医学会刊　日本超音波医学会第74回学
術集会講演抄録集 J292ページ
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、医師等のユーザが被検体に対し治療を施しながら、例えば弾性率を可視化
した画像が時々刻々変化する様子から所望の部位における弾性率の変化度合いを読み取る
ことは煩雑であった。
【０００６】
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　本発明が解決しようとする課題は、組織の変化を容易に確認することができる超音波診
断装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、探触子と、前記探触子を介して被検体内に超音波送信信号を送りかつ該被検
体内からの受信信号を検出する送受信部と、前記受信信号に基づいて画像を生成する信号
処理部と、前記画像を表示する表示部とを有し、前記信号処理部は直線又は曲線状の関心
領域に対応する前記被検体内の部位の弾性率又は歪みを前記受信信号に基づいて求め、前
記直線又は曲線状の前記弾性率又は歪みを色分した履歴画像を生成し、前記表示部に前記
履歴画像を表示させてなる超音波診断装置によって上述した課題を解決する。
【０００８】
　本発明によれば、現時点の被検体内の部位の弾性率又は歪みだけでなく過去の履歴をも
表示することにより、弾性率又は歪みの変化の度合いを容易に読み取ることができる。こ
れによって、例えばラジオ線による焼灼治療や超音波温熱療法を行う際に治療による組織
の変化を容易に検出できる効果がある。なお、このようなグラフは、例えば弾性率又は歪
みを色相変調したものであってもよい。例えば関心領域が被検体の断層像上で直線または
曲線状に設定されている場合には、これらの線上の組織性状値の色分け表示を時間軸のグ
ラフにして表示してもよい。また、関心領域のうち任意の点や、関心領域平均の弾性率又
は歪みを定量的に示すグラフとしてもよい。
【０００９】
　また、関心領域に対応する部位の弾性率又は歪みの他に、例えば、音響インピーダンス
および音速の少なくとも１つを反映する値を含むようにしてもよい。また、温度を反映す
る値を含むようにしてもよい。すなわち、焼灼等治療を行うと組織の硬さや音響特性が変
化するから、これらのパラメータに基づいて治療効果を判断することができる。
【００１１】
また、画像は被検体の断層像がグラフと同時に表示されるものであり、断層像上に関心領
域が表示されるようにしてもよい。これによれば、被検体のどの範囲について診断がされ
ているのか容易に識別することができる。
【００１２】
また、焼灼治療装置または温熱治療装置等の治療機器が接続され得る治療機器インターフ
ェイスが設けられ、治療機器インターフェイスを介して治療機器に組織性状値に応じた制
御信号を供給するようにしてもよい。これによれば、治療機器の操作の自動化が図れ、ま
た不要な照射を防ぐことによって安全性にも優れる効果がある。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用してなる超音波診断装置の一実施形態について説明する。まず、図１
は、本発明を適用してなる超音波診断装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
超音波診断装置は、本体１と、本体１に接続されている探触子３および観察用の表示装置
であるモニタ５とを有する。また、本体１には、電源供給用のコンセント７が設けられて
いる。さらに、本体１には、画像を印画紙にプリントするプリンタや、動画または静止画
を磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の記憶媒体に記録する記録装置といった周辺
機器９が接続されている。
【００１４】
本体１には、探触子３を介して図示しない被検体に超音波の送信信号を送信しかつ被検体
内からの音響信号である受信信号を受信する送受信部１１が備えられている。また、送受
信部１１が受信し、増幅、Ａ／Ｄ変換、受信ビーム整相等を施して出力した受信信号に基
づいて画像を生成する信号処理部１３と、信号処理部１３が生成した画像を外部に出力す
る画像出力部１５が設けられている。
【００１５】
また、コンセント７と接続され、装置内の各要素に電源を供給する電源部１７が設けられ
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ている。そして、コンセント７と電源部１７との間には、病院等の施設の電源コンセント
から侵入するノイズである伝導妨害波および装置の周囲に発生する電磁的なノイズである
電磁妨害波を検出する妨害波検出部１９が設けられている。
【００１６】
また、本体１内にはさらに図示しない焼灼治療用治療装置や、超音波温熱療法用の治療装
置と接続可能な治療機器インターフェイス１９が設けられている。治療機器インターフェ
イス１９は、これらの治療装置からラジオ波や超音波の印加開始および中止のタイミング
や、患者漏れ電流値、患部温度等の情報を受ける。また、後述するように治療装置に対し
て制御信号を送信する。
【００１７】
なお、これら送受信部１１、信号処理部１３、画像表示部１５、妨害波検出部１９および
治療機器インターフェイス２１とそれぞれ信号回線を介し接続され、これらを総括的に制
御するＣＰＵ部２３が備えられている。なお、ＣＰＵ部２３は、システム要素の一部がフ
ォールトであっても、全体としてはシステムの機能を遂行し得るいわゆるフォールトトレ
ラント機能を有するものである。さらにＣＰＵ部２３に対し医師等のユーザが所望の情報
を入力する入力部２５が設けられている。入力部２５は、キーボードおよびマウス、トラ
ックボール等のいわゆるポインティングデバイスを有して構成されている。
【００１８】
次に、上述した超音波診断装置の動作について説明する。はじめに、ＣＰＵ部２３からの
指示に基づいて、送受信部１１は、超音波送信信号を生成する。ところで、探触子３は、
図示しない被検体に対向して列状または面状に配列された図示しない複数の振動子を有し
てなる。超音波送信信号は、これら複数の振動子のうち送信用に選択された口径に対応す
る個数についてそれぞれ独立した複数チャネルの信号である。また、これら複数のチャネ
ルの超音波送波信号には、適宜チャネル相互間で微小な時間遅延が施され、これによって
被検体内のある深さにおいて超音波ビームを収束させる周知の送波フォーカス処理が施さ
れる。
【００１９】
各チャネルの超音波送波信号は探触子３の対応する振動子にそれぞれ入力され、これによ
って各振動子が振動して超音波を発生する。そして、被検体内に、各振動子からの超音波
の波面が一致する方向に伝播する超音波ビームが形成される。そして、このような超音波
ビームは被検体内において、例えば臓器の表面等の音響インピーダンスが変化する部位に
おいて反射し、この反射波の一部は被検体内を伝播して探触子３に戻る。探触子３の振動
子は、受信した音響信号を電気的な信号である受信信号に変換して送受信部１１に供給す
る。なお、この受信信号もまた受信用として選択された口径に対応する振動子の個数分の
独立した複数チャネルの信号である。
【００２０】
送受信部１１に入力された複数チャネルの受信信号は、各チャネル毎に増幅され、Ａ／Ｄ
変換されるとともに、被検体内の反射波発生位置から各振動子までの伝播距離の違いに起
因するチャネル間の受信信号の時相または位相のずれを揃える整相処理を施される。そし
て、整相処理後の各チャネルの受信信号は相互に加算され、これによって受信ビーム信号
が生成される。信号処理部１３は、送受信部１１から受信ビーム信号の供給を受け、これ
に基づいて画像処理を行なう。信号処理部１３は、受信ビーム信号の強弱を輝度または濃
淡で表示した断層像である周知のＢモード像を生成する機能を有するほか、受信ビーム信
号に基づいて被検体内の任意の部位の弾性率、歪み、音響インピーダンスおよび音速を逐
次演算する機能を有する。なお、生成される画像の具体的な実施例については後に詳しく
説明する。そして、信号処理部１３が生成した画像は画像出力部１５を介してモニタ５に
入力され、ここで表示される。
【００２１】
ところで、本実施形態の超音波診断装置は、使用中に何らかの要因によって周辺に外来の
伝導妨害波または電磁妨害波が発生した場合に、妨害波検出部１１がこれを検出する。図
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２は、このときの超音波診断装置の動作を示すフローチャートである。図２に示すように
、この動作は妨害波検出部が妨害波を検出するステップＳ０１と、妨害波検出部がＣＰＵ
部に連絡するステップＳ０２と、モニタに警告を表示するステップＳ０３とを有する。ま
ず、伝導妨害波または電磁妨害波等の外来妨害波が発生すると、ステップＳ０１において
、妨害波検出部１９は妨害波が生じていることを検出する。そして、ステップＳ０２にお
いて、妨害検出部１９は信号回線を介してＣＰＵ部２３に妨害波が生じていることを連絡
する。そして、ステップＳ０３において、ＣＰＵ部２３は、画像出力部１５を介して、モ
ニタ５に妨害波が検出された旨を示す警告文や図記号等を表示する。
【００２２】
次に、本実施形態の超音波診断装置による診断方法および画像表示の実施例について説明
する。
【００２３】
（実施例１）
図３は、本実施例における診断方法を行う際の超音波診断装置の動作を示すフローチャー
トである。図３に示すように、この診断方法は、被検体内の関心領域(ＲＯＩ：Region Of
 Interestの略)を定義する直線または曲線をＣＰＵ部２３に設定するステップＳ１１と、
設定されたＲＯＩの座標を信号処理部１３に入力するステップＳ１２と、ＲＯＩ部分に係
る組織性状値を求めるステップＳ１３と、組織性状値を断層像に重畳表示するステップＳ
１４と、組織性状値の履歴をＭモード表示するステップＳ１５と、組織性状値をグラフ表
示するステップＳ１６と、当該タイミングにおける組織性状値を記憶するステップＳ１７
と、診断が終了したか否か判断するステップＳ１８とを有して構成されている。
【００２４】
はじめに、ステップＳ１１において、医師等のユーザは、入力部２５を操作して、例えば
焼灼療法や超音波温熱療法の対象となる患部をＲＯＩとして設定する。具体的には、超音
波診断装置を用いて被検体のＢモード断層像をモニタ５に表示させながら、ポインティン
グデバイスによって画面上の任意の直線または曲線を指定する。直線を指定する場合には
、例えば画面上の２点を指定して、これらの点間を結ぶ直線をＲＯＩとして設定する。ま
た、曲線をＲＯＩとして設定する場合には、曲線状の数点を指定し、ＣＰＵ部２３におい
てこれらの点間をスムージングしながら結んで、得られた曲線をＲＯＩとして設定する。
【００２５】
次に、ステップＳ１２において、ＣＰＵ部２３は、ステップＳ１１において設定されたＲ
ＯＩの座標を信号処理部Ｓ１２に入力する。
【００２６】
そして、ステップＳ１３において、信号処理部１３は、送受信部１１から出力された受信
ビーム信号に基づいて、組織の性状を示す値(組織性状値)である組織の弾性率、歪み、音
響インピーダンスおよび音速を求める。このとき、送受信部１１は、探触子３から被検体
内に送信する超音波ビームの向きを順次変えながら被検体内を走査し、この各走査線であ
るビームラインそれぞれの受信ビーム信号を信号処理部１３に入力する。信号処理部１３
はこの受信ビーム信号の入力に応じて受信ビーム信号の強度を画像の輝度または明淡に変
換しかつビームラインの向きと超音波ビームの送信から受信信号の受信までの被検体内の
信号伝播時間を被検体画像上の座標に変換するＢモード処理も行なう。そして、上述した
組織性状値の演算は、好ましくはこのＢモード像の各画素位置のそれぞれについて行うと
よい。しかし、演算負荷が問題となる場合には画素位置を間引くようにしてもよく、さら
にこの場合には上述したＲＯＩに対応する画素位置については密にデータを得るようにし
てもよい。
【００２７】
次に、ステップＳ１４において、信号処理部１３は、Ｂモード像に重畳して、組織性状値
のうち選択された１つ、例えば弾性率の大小を色分けした色相変調画像を生成し、画像出
力部１５を介してモニタ５に表示させる。そして、ステップＳ１５において、信号処理部
１３はＲＯＩとして指定された直線または曲線上の弾性率の色分けの履歴、換言すれば時
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間的経過を表示する画像を生成し、画像出力部１５を介してモニタ５に出力させる。この
ような履歴画像を生成するため、信号処理部１３は、過去のタイミングにおけるＲＯＩに
係る画素位置の組織性状値を記憶する図示しないシフトレジスタを有する。
【００２８】
次に、ステップＳ１６において、信号処理部１３は、ＲＯＩ上の設定された点における被
検体の弾性率の値の時間的変化を示すグラフ３９を生成し、画像出力部１５を介し、モニ
タ５に表示させる。
【００２９】
図４は、このときのモニタ５の画面表示の一例を示す図である。図４に示すように、この
画面表示２７には、ステップＳ１４において表示されたＢモードと弾性率の色分け画像と
の重畳表示画像２９と、ステップＳ１５において表示されたＲＯＩ上の色相変調データの
履歴画像３１が表示されている。ちなみに、重畳表示画像２９上に表示された十字状のマ
ーカ３３および３５を結ぶ破線３７がＲＯＩを表わしている。そして、履歴画像３１にお
いて、横軸は時間であり、縦軸は破線３７上、換言すればＲＯＩ直線上における位置を表
わしている。そして、履歴画像３１上において、ＲＯＩ上の各画素位置における弾性率は
色分け表示される。すなわち、履歴画像３１は、いわゆるＭモード画像に色相変調された
弾性率を重畳表示したものと同様な画像となる。そして、ステップＳ１６において表示さ
れたグラフは、履歴画像３１の上に同じ時間軸で表示される。このグラフ３９は、重畳表
示画像２９に表示される四角形状のマーカ４１に対応する位置の被検体の弾性率を示して
おり、マーカ４１の設定もまたＲＯＩの設定と同様に入力部２５によってなされる。そし
て、超音波診断装置には、治療機器インターフェイス２１を介して焼灼治療装置や温熱治
療装置によるラジオ波や超音波の印加開始タイミングおよび印加中止タイミングが入力さ
れ、これらのタイミングもまた履歴画像３１およびグラフ３９の時間軸上に表示される。
【００３０】
次に、ステップＳ１７において、信号処理部１３は履歴画像の次回の更新時に備えて当該
タイミングにおける組織性状値を図示しないシフトレジスタに記録する。そして、ステッ
プＳ１８において診断を終了するか否かを判断し、信号を終了する指令が入力部２５から
入力されていなければ、再びステップＳ１３に戻り、上述した処理を逐次繰り返す。
【００３１】
以上のように、本実施例によれば、現時点の組織性状値のみならず過去の組織性状値の履
歴も表示しているから、組織性状値の変化の度合いを容易に読み取ることができ、これに
よって組織の変化を容易に検出することができる。このため、焼灼治療や温熱治療を行う
際に治療の効果を容易に確認することができ、いわゆる焼き過ぎや焼き残しを生ずる可能
性が低減される。また、治療と同時に診断を行うことができるから、治療を中断すること
が少なくなり、治療に要する時間が短縮される。
【００３２】
また、組織性状値をグラフ表示しているから、組織性状値の変化を定量的に把握でき、こ
れによって組織の変化の度合いを定量的に把握することができる。
【００３３】
また、ラジオ波や超音波の印加開始および中止のタイミングが表示されるから、組織性状
値の変化のうち治療行為に起因するものを弁別しやすい。
【００３４】
さらに、本実施形態の超音波診断装置は、妨害検出部１９を設け、妨害波が検出された場
合にはモニタ５にその旨等を表示するようにしているから、妨害波に起因して画質劣化や
画像変形等が生じている場合にその原因を知ることができ、誤診等のおそれを低減できる
。
【００３５】
（実施例２）
図５は、本実施例における診断方法を行う際の超音波診断装置の動作を示すフローチャー
トである。以下、上述した実施例１との相違点について説明する。本実施例においては、
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超音波診断装置は、受信ビーム信号に基づいて求めた組織性状値に基づいて、焼灼療法用
または超音波温熱療法用の治療装置の運転を制御することを特徴とする。図５に示すよう
に、本実施例においては、ステップS１６とステップＳ１７との間に、治療機器の制御信
号を出力するステップＳ２１を挿入した点で上述した実施例１と相違する。
【００３６】
ステップＳ２１において、ＣＰＵ部２３は、信号処理部１３が求めた組織性状値に基づい
て、治療機器インターフェイス２１を介して接続された治療装置に制御信号を供給する。
例えば、ＲＯＩにおける弾性率等の変化量から治療の効果を判断し、治療の効果が十分と
判断されれば、治療装置を停止する。また、組織性状値に異常がみられたときにも、安全
を確保するために治療装置の運転を制御する。例えば、治療装置の印加で夏、電流、パワ
ー等を調節する。
【００３７】
以上のように、本実施形態によれば、組織性状値の変化に基づいて治療装置を制御してい
るから、治療装置の操作の自動化が図れ、また不要な照射を避けられるから安全性にも優
れる効果がある。
【００３８】
（実施例３）
本実施例は、上述した実施例２と類似するが、組織性状値を求めるステップＳ１３におい
て、弾性率、歪み、音響インピーダンス、音速そのものを表わすパラメータを求めるのみ
ならず、これらのうち複数のパラメータを総合的に判断して相関演算処理し、組織の状態
をよりよく表わす複合的なパラメータである評価値を求める点で相違する。そして、組織
性状値をグラフ表示するステップＳ１６において、この評価値の履歴を組織性状値のグラ
フの上に同じ時間軸においてグラフ表示する点で相違する。
【００３９】
図６は、本実施例における超音波診断装置の画面表示の例を示す図である。図６に示すよ
うに、画面表示２７’は、上述した実施例１の画面表示２７と類似するが、弾性率の時間
履歴グラフ３９の上に評価値のグラフ４３が表示されることを特徴とする。
【００４０】
以上のように、本実施例によれば、複数のパラメータを総合的に判断して得た複合的なパ
ラメータである評価値を表示するようにしたので、単一の組織性状値、例えば弾性率のみ
によっては見逃すおそれがある組織の微妙な変化をも検出することができ、組織の変化を
より容易に検出することができる。
【００４１】
また、上述した各実施形態においては組織性状値や評価値そのものを表示しているが、こ
れに変えて、これらの変化率をグラフ表示してもよい。
【００４２】
なお、上述した各実施形態においては、ＲＯＩの色相変調データの履歴を断層像等と同時
に同じ画面上に表示しているが、複数のモニタを設けて、別の画面に表示するようにして
もよい。また、色相変調データの履歴のみを拡大表示するようにしてもよい。図７は、こ
のような表示画面の一例を示す図である。
【００４３】
また、上述した実施形態では画面表示においてＢモード断層像に組織性状値を重畳表示し
ているが、組織性状値のみからなる断層像を表示するようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、組織の変化を容易に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用してなる超音波診断装置の一実施形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図１の超音波診断装置の周辺に伝導妨害波等が発生した場合の装置の動作を示す
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フローチャートである。
【図３】図１の超音波診断装置の動作の一実施例を示すフローチャートである。
【図４】図１の超音波診断装置における画面表示の例を示す図である。
【図５】図１の超音波診断装置の動作の他の実施例を示すフローチャートである。
【図６】図１の超音波診断装置における画面表示の他の例を示す図である。
【図７】図１の超音波診断装置の画面表示の他の例である。
【符号の説明】
１　超音波診断装置本体
３　探触子
５　モニタ
７　コンセント
９　周辺機器
１１　送受信部
１３　信号処理部
１５　画像出力部
１７　電源部
１９　妨害波検出部
２１　治療機器インターフェイス

【図１】 【図２】
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【図７】
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